
05 広報せき 2015.4.1

関まつり開催

（有料）

関シティターミナル関シティターミナル

4月18日(土) 12:00～23:00  
4月19日(日) 14:00～21:00
※18日が雨天延期の場合は、19日は14:00～23:00となります。

4/12(日)　先谷まつり　上之保：八幡神社

4/12(日)　水無神社の例祭　富之保：水無神社

4/12(日)　花馬まつり　武芸川：武芸八幡宮

4/19(日)　倉知まつり　倉知：白山神社・鞍知神社
　　　　　　　※関自動車学校でのみこし出会いは行われません

パレード

山車巡行

あんどんみこしコンクール

春日神社・春の大祭

●18日(土) 本町通り
　本町パレード　15:30～

●19日(日) 本町通り～貴船神社～春日神社
　浦嶋山車（常盤町自治会）
　加茂山車（本町3丁目自治会） 正午過ぎ出発

●18日・19日の両日、本町通りを運行する路線バスは本郷通りへ、終日迂
う

回運転となりますのでご注意ください。

各地域でも、伝統的な春のお祭りが行われます

●18日(土) 本町通り
　コンクール　　18:45～21:00
　※審査は本町2丁目交差点特設ステージ
●19日(日) 本町通り
　表彰パレード　19:00～20:00

●19日(日) 春日神社
　春の大祭　　 14:00～
　どうじやこう　15:00～

※雨天延期
 （20日まで）

◆照会先　関市観光協会（観光交流課内）　☎23―7704

日　時交通規制に
ご協力ください

路　線 休止バス停

岐阜関線 本町5丁目～平賀町

高速名古屋線 安桜山公園前、吉田町、仲町

買い物循環線 安桜山公園前～平賀町

関上之保線 西木戸～平賀町

主 な イ ベ ン ト

4月18日(土)・19日(日)の両日、市内各所で盛大に開催されます。



投票所の変更について

不在者投票

期日前投票制度

投票・開票の状況速報

　今回行われる統一地方選挙は、皆さんにとってより身近な、岐阜県議会の議員、
関市議会の議員を選ぶ大切な選挙です。大切な権利となる「１票」を無駄にしないよ
う、投票しましょう。

　投票区の見直しを行ったため、多くの方が前回の選挙とは異なる投票所となります。詳細は広報せき３月号や自治会
回覧資料、市ホームページでご確認ください。また、入場券に記載の投票所を必ずご確認ください。

　指定病院などに入院（入所）している方が病院などで投票できる制度や身体障がい者の方が郵送で投票できる制
度、選挙期間中に滞在されている場所（市外）で投票する制度があります。詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わ
せください。

　投票日当日に外出や仕事などの予定で投票所へ行くことができない方は、告示日の翌日から投票日の前日まで、期日
前投票をすることができます。
　当日投票と異なる点は、投票日に投票できない理由があることを宣誓する書類「宣誓書」を作成いただくことです。
その宣誓書は今回の選挙から、入場券の券面下部に印刷されていますので、自宅で記入ができます。期日前投票所で
の手続きの時間が短縮できます。（当日投票では記入する必要はありません。そのまま投票所へお持ちください。）

【投票状況】　午前１０時からおおむね２時間ごとの投票者数を速報します。
【開票状況】　開票開始後おおむね３０分ごとに各候補者の得票数を速報します。
◆開票開始予定時刻　[県議選]４月１２日（日）午後９時　[市議選]４月２６日（日）午後９時
◆開票所　わかくさ・プラザ「総合体育館・メインアリーナ」
　　　　　投票状況は市役所、開票状況は開票所で掲示するとともに、市ホームページにも掲載します。

選挙公報（関市議会議員選挙）
　関市議会議員選挙の候補者の政見などを記載した選挙公報を発行します。
　告示日以降に、新聞（朝刊）に折り込みをするほか、公共施設などで備え置きをします。
富野地域投票所送迎サービス（投票所：富野ふれあいセンター）
　富野投票区では、投票日に路線バスやデマンドバスをご利用いただいて投票した方をバス停までお送りするサービス
を行います。詳しくは３月の自治会回覧資料または市ホームページをご覧ください。（バスの利用については有料とな
ります。）
投票所入場券のデザインを新しくしました

①紛失を防止！
②時間を節約！

③より便利に！

「ハガキ」から「封書」へ　大きくなって目立ちます。
期日前投票用「宣誓書」付き　事前記入で期日前投票所での
事務手続きをより短時間にできます。
ミシン目をつけました。開封、切り離しがしやすくなります。

（投票区の見直し後初の選挙）
投票所のお間違えのないように、必ず入場券に記された投票所の場所を
ご確認ください。

岐阜県議会議員選挙（関市選挙区）
関　市　議　会　議　員　選　挙

◆照会先　選挙管理委員会　☎23-6803

投票日　４月１２日（日）
投票日　４月２６日（日）

第１８回統一地方選挙
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平成２７年４月執行予定の統一地方選挙に関する情報一覧
岐阜県議会議員選挙（県議選） 関市議会議員選挙（市議選）

議員の定数 ２人（関市選挙区）
２３人（今回から選挙区が廃止され、

　　　　関市全体の選挙となります。）

告示日・投票日
告示日　４月   ３日（金）
投票日　４月１２日（日）

告示日　４月１９日（日）
投票日　４月２６日（日）

投票時間（投票当日）
※両選挙共通

午前７時から午後８時まで
※一部の投票所では閉鎖時刻の繰り上げを行います。下の表をご覧ください。

期日前投票の期間
※臨時期日前投票所を除く

関市役所　４月４日（土）～１１日（土）
各地域事務所および西部ふれあいセンター

４月６日（月）～１１日（土）

関市役所、各地域事務所、
西部ふれあいセンター

４月２０日（月）～２５日（土）

期日前投票所の場所
※両選挙共通

関市役所（若草通３丁目１番地）
洞戸事務所（洞戸市場２９４番地５）
板取事務所（板取１６４３番地１７）

武芸川事務所（武芸川町八幡１４４６番地１）
武儀事務所（中之保５６９６番地１）

上之保事務所（上之保１５１１９番地１）
西部ふれあいセンター（小屋名１１０番地）

投票時間（期日前投票） 臨時期日前投票所を除き　午前８時３０分から午後８時まで

臨時期日前投票所の日時
　板取門原集会場

　板取集落センター
　板取中切集会場

　上之保鳥屋市集会場
　上之保つどいの家
　上之保船山集会場
　上之保行合集会場

４月   ９日（木）午前9時～午前11時30分
４月１０日（金）午前9時～午前11時30分
４月１０日（金）午後1時30分～午後4時

４月   ９日（木）午前９時～午前11時30分
４月   ９日（木）午後1時30分～午後4時

４月１０日（金）午前９時～午前11時30分
４月１０日（金）午後1時30分～午後4時

４月２３日（木）午前９時～午前11時30分
４月２４日（金）午前９時～午前11時30分
４月２４日（金）午後1時30分～午後4時

４月２３日（木）午前９時～午前11時30分
４月２３日（木）午後1時30分～午後4時

４月２４日（金）午前９時～午前11時30分
４月２４日（金）午後1時30分～午後4時

期日前投票所で投票が
できる範囲

お住まいの地域にかかわらず、どの期日前投票所でも投票が可能です。

入場券発送予定日
※およそ３日間で配送完了

４月３日（告示日）から ４月１９日（告示日）から

　投票所閉鎖時刻の繰り上げを行う投票区（投票所）
午後６時に閉鎖する投票区 午後７時に閉鎖する投票区

板取南（板取事務所） 洞戸南（洞戸事務所）

板取北（板取田口集会場） 洞戸北（洞戸高見集会場）

上之保北（上之保東体育館） 寺尾（寺尾公民館）

上之保南（上之保生涯学習センター） 富之保（武儀生涯学習センター）

中之保（武儀事務所）

下之保（道の駅平成（武儀エコピアセンター））
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※ 別途通信料がかかります。
ひろまろ くん
　  弥勒寺西遺跡から「廣万呂」と墨で書かれた土器が出土しました。
  遺跡に実在した人物の名前です。  

　もっと詳しく知りたい人は、
左のコードにアクセスしてみ
てください。

弥
勒
寺
官
衙
遺
跡
群   

　
弥
勒
寺
跡
は
、
一
九
五
九 

年
（
昭 

和
34
年
）
に
国
の
史 

跡
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
二
〇
〇
七 

年
（
平
成
19
年
）
に
は
、
弥
勒
寺
東
遺
跡
が
追
加
指
定
さ
れ
、
史
跡
と
し
て
の

名
称
も
「
弥
勒
寺
官
衙
遺
跡
群
」
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
官
衙
（
か
ん
が
）
と
は 
、「
古
代
の
役
所
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　
弥
勒
寺
東
遺
跡
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
登
場
す
る
美
濃
の
伝
統
的
古
代
豪
族
「
ム

ゲ
ツ
氏
」
の
拠
点
（
七
世
紀
後
半
）
で
あ
り
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
ご
ろ
（
八
世
紀
〜
一
〇

世
紀
前
半
）
ま
で
、
武
義
郡
を
治
め
た
役
所
（
武
義
郡
衙
）
の
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
六
七
二
年
（
天
武
元
）
の
壬
申
の
乱
で
は
、
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
の
舎
人
（
と
ね
り
・
皇

子
の
側
近
）
と
し
て
都
に
出
仕
し
て
い
た
身
毛
君
広
（
む
げ
つ
の
き
み
・
ひ
ろ
）
が
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り 

郡  

領
と
し
て
の
地
位
を
固
め
た
ム
ゲ
ツ
氏
が
、
氏 

寺
と
し
て
建
立 

し
た
の
が
弥
勒

寺
跡
で
す
。
後
に
「
大 

寺
」
と 

呼
ば
れ
、
仏
教
興
隆
の
拠
点
「
郡  

寺
」
と
し
て
武
義
郡
衙
と
と
も

に
栄
え
ま
す
。
律
令
国
家
を
支
え
た
地
方 

官
衙
の
典
型
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
た
遺
跡
群
で
す
。

　
こ
の
他
に
関
連
す
る
遺
跡
と
し
て
、
弥
勒
寺
西
遺
跡
（
祭
祀
の
跡
）、
池
尻
大
塚
古
墳  

（
古
墳
時

代
後
期
の
方
墳
で
、
ム
ゲ
ツ
氏
の
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
が
あ
り
ま
す
。

 

仮整備体験学習
　平成 25 年度に実施した仮整備工事の一部を校区の小学生と
一緒に行い、「古代の役所再現」に挑みました。参加したのは、
瀬尻小学校６年生の児童たち。間伐材の丸太を建物の柱に見立
て、発掘調査の成果に基づいて古代の役所の姿（正殿、脇殿など）
を再現しました。

実際に並んでみると、その大きさがわかります。

か
ん

　が

（1）目的

（2）対象範囲

（3）計画の期間

第１次（平成30年度まで）第２次第３次以降
　弥勒寺遺跡群全体の史跡公園として
の位置付けを図ります。
・各ゾーンをつなぐ動線を整備し、東屋
　や休憩所、トイレ、説明板などの整備
・ガイダンスアプリ（AR）の制作
・弥勒寺跡の基壇の整備
・池尻大塚古墳の保護整備
・郡庁院を中心とする平成25年度
　仮整備の範囲の本整備

　発掘調査や研究の
成果を踏まえ、条件
が整ったものから順
次整備を進めます。
・郡庁院八脚門の復元
・館の門の復元
・正倉の復元

基本計画

主な整備内容

・弥勒寺跡の基壇の整備
・ＡＲの制作
・芝生広場や多目的広場の整備

・弥勒寺前の小山に登れる道と眺望の確保体裁
・東屋や休憩所、説明板などの設置
・遊歩道やため池の整備、樹木管理

①弥勒寺跡ゾーン

⑤弥勒寺跡南ゾーン

　塀の復元

①弥勒寺遺跡群を中心とする長良川の景観およ
　び小瀬鵜飼、円空などの歴史・伝統文化を保
　護・継承します。
②これらを総合的に活用するため、弥勒寺史跡
　公園の基本的な方向性を設定します。

①国指定史跡 弥勒寺官衙遺跡群（弥勒寺跡・
　弥勒寺東遺跡）の指定範囲を対象とします。
②弥勒寺西遺跡、池尻大塚古墳を含む周辺範囲
　も対象とします。 

　平成30年度までを第１次５カ年計画と位置づ
け、第４次５カ年計画までの20年間を計画期
間とし、５年ごとに計画の改訂を行います。

・小瀬鵜飼の重要無形文化財指定
・鵜飼駐車場の拡充、説明板の設置
・清流長良川の保全整備　
・既設遊歩道の安全確保、甌穴の調査

・説明版の設置、水神様の説明版の設置

・散策路整備や道標の設置
・岡田式渡船の復元の検討

・展望台、東屋の設置、遊歩道の整備
・道標の設置、樹木管理 ・長良川サービスエリアからの人の誘導
④弥勒寺跡北ゾーン

・池尻大塚古墳、弥勒寺西遺跡　の史跡指定と整備
・池尻大塚古墳墳丘の保存整備
・ＡＲの制作
・ガイダンス施設の機能充実検討 ・駐車場の整備

・遊歩道の整備

・案内看板や説明看板などの設置
・東屋の設置、樹木の管理

③弥勒寺跡西ゾーン

・郡庁院の表示、八脚門および
・正倉の復元、正倉院区画溝の表示
・館の東門の復元、土塁の表示
・正倉院・館厨区域の芝張り
・ＡＲの制作
・説明板の設置

・多目的広場の整備
・休憩施設の設置
・園路の整備、植栽　
・郡庁院南側道路の整備
・標識「国指定史跡弥勒寺官衙遺跡群」
　の設置

②弥勒寺跡東ゾーン

　弥勒寺西遺跡の史跡
指定と整備を行います。
　弥勒寺西遺跡内にあ
る円空館は、当面の間ガ
イダンス施設として利
用しますが、サイトミュ
ージアムとしての機能
の充実を検討します。

　
古
代
国
家
が
誕
生
し
た
と
き
（
律
令
体
制
が
成
立
し
た

奈
良
時
代
）、
現
在
の
関
市
、
美
濃
市
お
よ
び
郡
上
市
を

含
む
中
濃
地
域
一
帯
が
、ム
ゲ
ツ
氏
が
統
治
し
た
「
武
義
」

郡
で
し
た
。  

　
こ
の
度
、
古
代
の
武
義
郡
を
治
め
た
役
所
跡
「
弥
勒
寺

官
衙
遺
跡
群
」
を
中
心
と
す
る
一
帯
を
整
備
し
、
史
跡
、

円
空
、
小
瀬
鵜
飼
を
総
合
的
に
活
用
す
る
べ
く
、「
弥
勒

寺
史
跡
公
園
整
備
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

弥
勒
寺
史
跡
公
園
整
備
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

古
代
武
義
郡
発
祥
の
地
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※ 別途通信料がかかります。
ひろまろ くん
　  弥勒寺西遺跡から「廣万呂」と墨で書かれた土器が出土しました。
  遺跡に実在した人物の名前です。  

　もっと詳しく知りたい人は、
左のコードにアクセスしてみ
てください。

弥
勒
寺
官
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遺
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弥
勒
寺
跡
は
、
一
九
五
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年
（
昭 

和
34
年
）
に
国
の
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跡
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
二
〇
〇
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年
（
平
成
19
年
）
に
は
、
弥
勒
寺
東
遺
跡
が
追
加
指
定
さ
れ
、
史
跡
と
し
て
の

名
称
も
「
弥
勒
寺
官
衙
遺
跡
群
」
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
官
衙
（
か
ん
が
）
と
は 

、「
古
代
の
役
所
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　
弥
勒
寺
東
遺
跡
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
登
場
す
る
美
濃
の
伝
統
的
古
代
豪
族
「
ム

ゲ
ツ
氏
」
の
拠
点
（
七
世
紀
後
半
）
で
あ
り
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
ご
ろ
（
八
世
紀
〜
一
〇

世
紀
前
半
）
ま
で
、
武
義
郡
を
治
め
た
役
所
（
武
義
郡
衙
）
の
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
六
七
二
年
（
天
武
元
）
の
壬
申
の
乱
で
は
、
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
の
舎
人
（
と
ね
り
・
皇

子
の
側
近
）
と
し
て
都
に
出
仕
し
て
い
た
身
毛
君
広
（
む
げ
つ
の
き
み
・
ひ
ろ
）
が
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り 

郡  

領
と
し
て
の
地
位
を
固
め
た
ム
ゲ
ツ
氏
が
、
氏 

寺
と
し
て
建
立 

し
た
の
が
弥
勒

寺
跡
で
す
。
後
に
「
大 

寺
」
と 

呼
ば
れ
、
仏
教
興
隆
の
拠
点
「
郡  

寺
」
と
し
て
武
義
郡
衙
と
と
も

に
栄
え
ま
す
。
律
令
国
家
を
支
え
た
地
方 

官
衙
の
典
型
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
た
遺
跡
群
で
す
。

　
こ
の
他
に
関
連
す
る
遺
跡
と
し
て
、
弥
勒
寺
西
遺
跡
（
祭
祀
の
跡
）、
池
尻
大
塚
古
墳  

（
古
墳
時

代
後
期
の
方
墳
で
、
ム
ゲ
ツ
氏
の
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
が
あ
り
ま
す
。

 

仮整備体験学習
　平成 25 年度に実施した仮整備工事の一部を校区の小学生と
一緒に行い、「古代の役所再現」に挑みました。参加したのは、
瀬尻小学校６年生の児童たち。間伐材の丸太を建物の柱に見立
て、発掘調査の成果に基づいて古代の役所の姿（正殿、脇殿など）
を再現しました。

郡庁院

正倉院
弥勒寺跡

実際に並んでみると、その大きさがわかります。

か
ん

　が

（1）目的

（2）対象範囲

（3）計画の期間

第１次（平成30年度まで）第２次第３次以降
　弥勒寺遺跡群全体の史跡公園として
の位置付けを図ります。
・各ゾーンをつなぐ動線を整備し、東屋
　や休憩所、トイレ、説明板などの整備
・ガイダンスアプリ（AR）の制作
・弥勒寺跡の基壇の整備
・池尻大塚古墳の保護整備
・郡庁院を中心とする平成25年度
　仮整備の範囲の本整備

　発掘調査や研究の
成果を踏まえ、条件
が整ったものから順
次整備を進めます。
・郡庁院八脚門の復元
・館の門の復元
・正倉の復元

基本計画

主な整備内容

・弥勒寺跡の基壇の整備
・ＡＲの制作
・芝生広場や多目的広場の整備

・弥勒寺前の小山に登れる道と眺望の確保体裁
・東屋や休憩所、説明板などの設置
・遊歩道やため池の整備、樹木管理

①弥勒寺跡ゾーン

⑤弥勒寺跡南ゾーン

　塀の復元

①弥勒寺遺跡群を中心とする長良川の景観およ
　び小瀬鵜飼、円空などの歴史・伝統文化を保
　護・継承します。
②これらを総合的に活用するため、弥勒寺史跡
　公園の基本的な方向性を設定します。

①国指定史跡 弥勒寺官衙遺跡群（弥勒寺跡・
　弥勒寺東遺跡）の指定範囲を対象とします。
②弥勒寺西遺跡、池尻大塚古墳を含む周辺範囲
　も対象とします。 

　平成30年度までを第１次５カ年計画と位置づ
け、第４次５カ年計画までの20年間を計画期
間とし、５年ごとに計画の改訂を行います。

・小瀬鵜飼の重要無形文化財指定
・鵜飼駐車場の拡充、説明板の設置
・清流長良川の保全整備　
・既設遊歩道の安全確保、甌穴の調査

・説明版の設置、水神様の説明版の設置

・散策路整備や道標の設置
・岡田式渡船の復元の検討

・展望台、東屋の設置、遊歩道の整備
・道標の設置、樹木管理 ・長良川サービスエリアからの人の誘導
④弥勒寺跡北ゾーン

・池尻大塚古墳、弥勒寺西遺跡　の史跡指定と整備
・池尻大塚古墳墳丘の保存整備
・ＡＲの制作
・ガイダンス施設の機能充実検討 ・駐車場の整備

・遊歩道の整備

・案内看板や説明看板などの設置
・東屋の設置、樹木の管理

③弥勒寺跡西ゾーン

・郡庁院の表示、八脚門および
・正倉の復元、正倉院区画溝の表示
・館の東門の復元、土塁の表示
・正倉院・館厨区域の芝張り
・ＡＲの制作
・説明板の設置

・多目的広場の整備
・休憩施設の設置
・園路の整備、植栽　
・郡庁院南側道路の整備
・標識「国指定史跡弥勒寺官衙遺跡群」
　の設置

②弥勒寺跡東ゾーン

　弥勒寺西遺跡の史跡
指定と整備を行います。
　弥勒寺西遺跡内にあ
る円空館は、当面の間ガ
イダンス施設として利
用しますが、サイトミュ
ージアムとしての機能
の充実を検討します。

　
古
代
国
家
が
誕
生
し
た
と
き
（
律
令
体
制
が
成
立
し
た

奈
良
時
代
）、
現
在
の
関
市
、
美
濃
市
お
よ
び
郡
上
市
を

含
む
中
濃
地
域
一
帯
が
、ム
ゲ
ツ
氏
が
統
治
し
た
「
武
義
」

郡
で
し
た
。  

　
こ
の
度
、
古
代
の
武
義
郡
を
治
め
た
役
所
跡
「
弥
勒
寺

官
衙
遺
跡
群
」
を
中
心
と
す
る
一
帯
を
整
備
し
、
史
跡
、

円
空
、
小
瀬
鵜
飼
を
総
合
的
に
活
用
す
る
べ
く
、「
弥
勒

寺
史
跡
公
園
整
備
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

弥
勒
寺
史
跡
公
園
整
備
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

古
代
武
義
郡
発
祥
の
地
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